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告 示

北海道告示第539号
　廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号）第15条の17第１項の規定に
より、次のとおり指定区域として指定する。
　　平成24年８月31日

北海道知事　高　橋　はるみ
１⑴　指 定 番 号　　第194号
　⑵　指定の区域　　雨竜郡幌加内町字雨煙内1446番１の一部
　⑶　埋立地の区分　　廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和46年政令第300号。

以下「政令」という。）第13条の２第３号イ及び廃棄物の処理及び清
掃に関する法律施行規則（昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」と
いう。）第12条の31第２号

２⑴　指 定 番 号　　第195号
　⑵　指定の区域　　雨竜郡幌加内町字新成生4545番８の一部、4545番９の一部
　⑶　埋立地の区分　　政令第13条の２第３号イ及び省令第12条の31第２号
３⑴　指 定 番 号　　第196号
　⑵　指定の区域　　富良野市字下フラヌイ1690番33、1690番200、1690番540（いずれも

一部）
　⑶　埋立地の区分　　政令第13条の２第３号イ及び省令第12条の31第２号
４⑴　指 定 番 号　　第197号
　⑵　指定の区域　　富良野市字上御料10880番１の一部
　⑶　埋立地の区分　　政令第13条の２第２号
５⑴　指 定 番 号　　第198号
　⑵　指定の区域　　上川郡鷹栖町4133番18、4133番251、4133番252（いずれも一部）
　⑶　埋立地の区分　　政令第13条の２第３号イ及び省令第12条の31第２号
６⑴　指 定 番 号　　第199号
　⑵　指定の区域　　上川郡東神楽町497番2578から2582まで（いずれも一部）、497番

3081から3083まで（いずれも一部）
　⑶　埋立地の区分　　政令第13条の２第３号イ及び省令第12条の31第２号
７⑴　指 定 番 号　　第200号
　⑵　指定の区域　　上川郡上川町字菊水1015番の一部
　⑶　埋立地の区分　　政令第13条の２第３号イ及び省令第12条の31第２号
８⑴　指 定 番 号　　第201号
　⑵　指定の区域　　上川郡美瑛町字美瑛原野290番の一部、290番１の一部
　⑶　埋立地の区分　　政令第13条の２第３号イ及び省令第12条の31第２号
９⑴　指 定 番 号　　第202号
　⑵　指定の区域　　空知郡上富良野町4260番１の一部
　⑶　埋立地の区分　　政令第13条の２第３号イ及び省令第12条の31第２号
10⑴　指 定 番 号　　第203号
　⑵　指定の区域　　空知郡中富良野町字中富良野3968番１の一部
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　⑶　埋立地の区分　　政令第13条の２第３号イ及び省令第12条の31第２号
11⑴　指 定 番 号　　第204号
　⑵　指定の区域　　空知郡南富良野町字金山544番の一部
　⑶　埋立地の区分　　政令第13条の２第３号イ及び省令第12条の31第２号
12⑴　指 定 番 号　　第205号
　⑵　指定の区域　　空知郡南富良野町字落合526番１の一部
　⑶　埋立地の区分　　政令第13条の２第３号イ及び省令第12条の31第２号
13⑴　指 定 番 号　　第206号
　⑵　指定の区域　　空知郡南富良野町字幾寅190番の一部
　⑶　埋立地の区分　　政令第13条の２第１号
14⑴　指 定 番 号　　第207号
　⑵　指定の区域　　上川郡剣淵町東町4994番、4995番、5035番（いずれも一部）
　⑶　埋立地の区分　　政令第13条の２第３号イ及び省令第12条の31第２号
15⑴　指 定 番 号　　第208号
　⑵　指定の区域　　名寄市風連町字中央395番１の一部、396番１の一部
　⑶　埋立地の区分　　政令第13条の２第３号イ及び省令第12条の31第２号
16⑴　指 定 番 号　　第209号
　⑵　指定の区域　　中川郡音威子府村字咲来819番１の一部
　⑶　埋立地の区分　　政令第13条の２第３号イ及び省令第12条の31第２号
17⑴　指 定 番 号　　第210号
　⑵　指定の区域　　上川郡愛別町字金富1045番２の一部
　⑶　埋立地の区分　　政令第13条の２第３号イ及び省令第12条の31第２号
18⑴　指 定 番 号　　第211号
　⑵　指定の区域　　士別市北町418番１、418番９、418番59（いずれも一部）
　⑶　埋立地の区分　　政令第13条の２第２号
19⑴　指 定 番 号　　第212号
　⑵　指定の区域　　名寄市字旭東480番、481番、483番、486番１（いずれも一部）
　⑶　埋立地の区分　　政令第13条の２第１号
20⑴　指 定 番 号　　第213号
　⑵　指定の区域　　上川郡鷹栖町2640番、2975番443から445まで、5527番２、5528番１、

5827番、5830番（いずれも一部）
　⑶　埋立地の区分　　政令第13条の２第１号
21⑴　指 定 番 号　　第214号
　⑵　指定の区域　　上川郡美瑛町字ルベシベ7001番、7020番、7022番、7040番、7042番、

7043番、7061番１、7103番、7104番１、7104番４、9486番、字新ルベ

シベ6771番、6771番４（いずれも一部）
　⑶　埋立地の区分　　政令第13条の２第１号
22⑴　指 定 番 号　　第215号
　⑵　指定の区域　　名寄市字徳田24番１の一部
　⑶　埋立地の区分　　政令第13条の２第１号
23⑴　指 定 番 号　　第216号
　⑵　指定の区域　　上川郡美瑛町字忠別2888番６から８まで、2889番、8143番、8248番

２、12108番、2888番６地先、2889番地先、8143番地先、12108番地先
（いずれも一部）

　⑶　埋立地の区分　　政令第13条の２第１号
24⑴　指 定 番 号　　第217号
　⑵　指定の区域　　厚岸郡厚岸町片無去1153番の一部
　⑶　埋立地の区分　　政令第13条の２第３号イ及び省令第12条の31第２号
25⑴　指 定 番 号　　第218号
　⑵　指定の区域　　厚岸郡浜中町浜中基線141番の一部、143番の一部
　⑶　埋立地の区分　　政令第13条の２第３号イ及び省令第12条の31第２号
26⑴　指 定 番 号　　第219号
　⑵　指定の区域　　川上郡弟子屈町字美留和原野160番３の一部
　⑶　埋立地の区分　　政令第13条の２第３号イ及び省令第12条の31第２号
27⑴　指 定 番 号　　第220号
　⑵　指定の区域　　岩内郡共和町前田109番の一部、109番７の一部
　⑶　埋立地の区分　　政令第13条の２第１号

北海道告示第540号
　土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第16項の規定により、伊達土地改良区から、
次のとおり役員の退任の届出があった。
　　平成24年８月31日

北海道知事　高　橋　はるみ
　退任年月日　　理事・監事の別　　氏　　　　　名　　住　　　　　　　　　 所
　平成24． 8． 1　　監　　　　　事　　舘　市　弘　太　　伊達市上長和町235番地４

北海道告示第541号
　土地改良法（昭和24年法律第195号）第57条の２第１項の規定により、次の土地改良施設
に係る管理規程を認可した。
　　平成24年８月31日
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北海道知事　高　橋　はるみ
土 地 改 良 区 名 土地改良施設名 管 理 規 程 の 概 要
厚沢部土地改良区 表神明頭首工 維持、操作その他管理について必要な事項を定めている。
同 北 島 頭 首 工 同
同 泥 川 頭 首 工 同
同 斉 藤 頭 首 工 同
同 大 川 頭 首 工 同
同 紺 野 頭 首 工 同
同 川 村 頭 首 工 同
同 小 川 頭 首 工 同
同 吉 国 頭 首 工 同
同 由 利 頭 首 工 同
同 大 森 頭 首 工 同
同 村 田 頭 首 工 同
同 伊勢谷頭首工 同
同 進 藤 頭 首 工 同
同 焼木尻頭首工 同

北海道告示第542号
　土地改良法（昭和24年法律第195号）第57条の２第３項の規定により、次の土地改良施設
に係る管理規程の変更を認可した。
　　平成24年８月31日

北海道知事　高　橋　はるみ
土 地 改 良 区 名 土地改良施設名 管 理 規 程 の 概 要
厚沢部土地改良区 城 丘 頭 首 工 維持、操作その他管理について必要な事項を定めている。
同 当 路 頭 首 工 同
同 吉 田 頭 首 工 同

北海道告示第543号
　土地改良法（昭和24年法律第195号）第87条の３第１項の規定により、次の地区について
道営土地改良事業の土地改良事業変更計画を定めた。
　その関係書類は、平成24年９月４日から20日間、一般の縦覧に供する。
　　平成24年８月31日

北海道知事　高　橋　はるみ
地 区 名 事 業 の 種 類 縦 覧 場 所

小清水北 畑地帯総合整備［担い手支援型］（農業用用排水施設、区画整理、暗渠
きよ

排水、土層改良） 北海道オホーツク総合振興局
東 網 走 畑地帯総合整備［担い手支援型（単独土層改良）］（土層改良、暗渠排水） 同

北海道告示第544号
　森林法（昭和26年法律第249号）第26条の２第２項の規定により、次のように保安林の指
定を解除する予定である。
　　平成24年８月31日

北海道知事　高　橋　はるみ
１　解除予定保安林の所在場所　　小樽市新光町494の2、495、496の2、501の5
２　保安林として指定された目的　　水源の涵

かん

養
３　解 除 の 理 由　　道路用地とするため

北海道告示第545号
　森林法（昭和26年法律第249号）第26条の２第２項の規定により、次のように保安林の指
定を解除する。
　　平成24年８月31日

北海道知事　高　橋　はるみ
１⑴　解除に係る保安林の所在場所　 　様似郡様似町字幌満114の１（次の図に示す部分に

限る。）
　⑵　保安林として指定された目的　　土砂の流出の防備
　⑶　解 除 の 理 由　　道路用地とするため
２⑴　解除に係る保安林の所在場所　 　様似郡様似町字幌満114の１（次の図に示す部分に

限る。）
　⑵　保安林として指定された目的　　公衆の保健
　⑶　解 除 の 理 由　　道路用地とするため
　（「次の図」は、省略し、その図面を北海道日高振興局産業振興部林務課及び様似町役場
に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第546号
　森林法（昭和26年法律第249号）第33条の２の規定により、次のように保安林の指定施業
要件を変更する。
　　平成24年８月31日

北海道知事　高　橋　はるみ
１⑴　指定施業要件の変更に係る保　　中川郡幕別町（次の図に示す部分に限る。）
　　　安林の所在場所
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　⑵　保安林として指定された目的　　水源の涵
かん

養
　⑶　変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
　　ア　立 木 の 伐 採 の 方 法
　　　ア　主伐に係る伐採種は、定めない。
　　　イ 　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市

町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
　　　ウ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。
　　イ　立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種　　次のとおりとする。
２⑴　指定施業要件の変更に係る保　　広尾郡大樹町・広尾町（以上２町について次の図に
　　　安林の所在場所　　　　　　　示す部分に限る。）
　⑵　保安林として指定された目的　　土砂の流出の防備
　⑶　変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
　　ア　立 木 の 伐 採 の 方 法
　　　ア　次の森林については、主伐は、択伐による。
　　　　　大樹町・広尾町（以上２町について次の図に示す部分に限る。）
　　　イ　その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
　　　ウ 　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市

町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
　　　エ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。
　　イ　立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種　　次のとおりとする。
３⑴　指定施業要件の変更に係る保　　中川郡幕別町・広尾郡大樹町（以上２町について次
　　　安林の所在場所　　　　　　　の図に示す部分に限る。）
　⑵　保安林として指定された目的　　霧害の防備
　⑶　変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
　　ア　立 木 の 伐 採 の 方 法
　　　ア　主伐に係る伐採種は、定めない。
　　　イ 　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市

町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
　　　ウ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。
　　イ　立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種　　次のとおりとする。
　（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道十勝総合振
興局産業振興部林務課及び関係町役場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第547号
　平成５年北海道告示第496号（保安林指定の解除の予定）の一部を次のように改正する。

　　平成24年８月31日
北海道知事　高　橋　はるみ

　１の事項中「・494」を「・494の１」に改め、「次の図」を「次の変更図」に改める。
　（「次の変更図」は、省略し、その図面を北海道後志総合振興局産業振興部林務課及び小
樽市役所に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第548号
　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57
号）第６条第１項の規定により、次の区域を土砂災害警戒区域として指定する。
　　平成24年８月31日

北海道知事　高　橋　はるみ
１　土砂災害警戒区域の箇所番号
　　登別中登別町２（Ⅰ－３－516－3074）
２　土砂災害警戒区域の表示
　　登別市中登別町（次の図のとおり）
３　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　急傾斜地の崩壊
　（「次の図」は省略し、その図面を北海道胆振総合振興局室蘭建設管理部に備え置いて縦
覧に供する。）

北海道告示第549号
　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57
号）第６条第１項及び第８条第１項の規定により、次の区域を土砂災害警戒区域及び土砂災
害特別警戒区域として指定する。
　　平成24年８月31日

北海道知事　高　橋　はるみ
１⑴　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
　　　登別新生町５丁目（Ｉ－３－59－1699）
　⑵　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
　　　登別市新生町５丁目（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　急傾斜地の崩壊
　⑷　当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
　　　次の図のとおり
２⑴　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
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　　　新生町５丁目左沢川（Ｉ－33－1130）
　⑵　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
　　　登別市新生町（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　土石流
　⑷　当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
　　　次の図のとおり
３⑴　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
　　　新生５丁目の沢川（Ｉ－33－1140）
　⑵　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
　　　登別市新生町（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　土石流
　⑷　当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
　　　次の図のとおり
４⑴　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
　　　新生６丁目の沢川（Ｉ－33－1150）
　⑵　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
　　　登別市新生町（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　土石流
　⑷　当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
　　　次の図のとおり
５⑴　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
　　　四方嶺沢川（Ｉ－33－1420）
　⑵　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
　　　登別市登別温泉町（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　土石流
　⑷　当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
　　　次の図のとおり
６⑴　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
　　　ロープウェイ沢川（Ｉ－33－1430）
　⑵　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
　　　登別市登別温泉町（次の図のとおり）

　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　土石流
　⑷　当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
　　　次の図のとおり
７⑴　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
　　　成田の沢川（Ｉ－33－1440）
　⑵　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
　　　登別市登別温泉町（次の図のとおり）
　⑶　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　　土石流
　⑷　当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
　　　次の図のとおり
　（「次の図」は省略し、その図面を北海道胆振総合振興局室蘭建設管理部に備え置いて縦
覧に供する。）

北海道告示第550号
　建築士法（昭和25年法律第202号）第10条第１項の規定により、次のとおり二級建築士の
業務停止の処分をした。

北海道知事　高　橋　はるみ
　　平成24年８月31日
１　処 分 し た 年 月 日　　平成24年８月20日
２　処分を受けた建築士
　⑴　氏 名　　井利元　功
　⑵　一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別　　二級建築士
　⑶　登 録 番 号　　北海道知事登録　（石）第4955号
３　処 分 の 内 容　 　平成24年９月１日から同年９月31日までの１月間の業務停

止
４　処分の原因となった事実　 　建築士事務所の開設者である上記建築士が建築士法第24条

第２項に規定する登録講習機関が行う講習を修了した建築士
事務所を管理する建築士を置いていないことが、同法第10条
第１項第１号に該当する。

北海道告示第551号
　建築士法（昭和25年法律第202号）第26条第１項の規定により、次のとおり建築士事務所
の登録を取り消した。
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　　平成24年８月31日
北海道知事　高　橋　はるみ

１　監督処分をした年月日
　　平成24年８月20日
２　監督処分を受けた建築士事務所
　⑴　名称及び所在地
　　　東洋住建設計事務所　苫小牧市新中野町３丁目５番５号
　⑵　開設者の氏名
　　　東洋住建株式会社　代表取締役　井利元　功
　⑶　一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所の別
　　　二級建築士事務所
　⑷　登録番号
　　　北海道知事登録（胆）第696号
３　監督処分の内容
　　建築士事務所の登録の取消し
４　監督処分の原因となった事実
　 　二級建築士事務所 東洋住建設計事務所の開設者である井利元功は、建築士法第24条第
２項に規定する登録講習機関が行う講習を修了した建築士事務所を管理する建築士を置い
ていないことが、建築士法第26条第１項第２号に該当する。

北海道告示第552号
　建築士法（昭和25年法律第202号）第26条第２項の規定により、次のとおり建築士事務所
の閉鎖の処分をした。
　　平成24年８月31日

北海道知事　高　橋　はるみ
１　監督処分をした年月日
　　平成24年８月21日
２　監督処分を受けた建築士事務所
　⑴　名称及び所在地
　　　北海道ガソン株式会社　札幌市西区平和335番地
　⑵　開設者の氏名
　　　北海道ガソン株式会社　代表取締役　菊地　徹
　⑶　一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所の別
　　　一級建築士事務所
　⑷　登録番号

　　　北海道知事登録（石）第5406号
３　監督処分の内容
　　平成24年10月１日から同年12月31日までの３月間の建築士事務所の閉鎖
４　監督処分の原因となった事実
　 　管理建築士である一級建築士が、平成24年６月18日付けで国土交通省から建築士法第10
条第１項の規定に基づき業務停止３月間の処分を受けたことが、建築士法第26条第２項第
４号に該当する。

北海道告示第553号
　都市計画法（昭和43年法律第100号）第59条第１項の規定により、次のとおり都市計画事
業を認可した。
　　平成24年８月31日

北海道知事　高　橋　はるみ
１⑴　施 行 者 の 名 称　　札幌市
　⑵　都市計画事業の種類及び名称　　札幌圏都市計画道路事業（３・２・10号 環状通）
　⑶　事 業 施 行 期 間　　平成24年８月31日から平成31年３月31日まで
　⑷　事 業 地 （ 収 用 の 部 分 ）　 　札幌市中央区南19条西７丁目、南19条西８丁目、南

19条西９丁目及び南19条西10丁目地内
２⑴　施 行 者 の 名 称　　札幌市
　⑵　都市計画事業の種類及び名称　 　札幌圏都市計画道路事業（３・６・81号 厚別川左

岸通、３・２・39号 南郷通及び３・４・41号 東北
通）

　⑶　事 業 施 行 期 間　　平成24年８月31日から平成30年３月31日まで
　⑷　事 業 地 （ 収 用 の 部 分 ）　　札幌市白石区南郷通21丁目南、栄通21丁目地内
３⑴　施 行 者 の 名 称　　函館市
　⑵　都市計画事業の種類及び名称　 　函館圏都市計画道路事業（３・４・110号 中道四稜

郭通及び３・４・113号 昭和団地通）
　⑶　事 業 施 行 期 間　　平成24年８月31日から平成31年３月31日まで
　⑷　事 業 地 （ 収 用 の 部 分 ）　 　函館市神山１丁目、神山３丁目、神山町、陣川町地

内
４⑴　施 行 者 の 名 称　　函館市
　⑵　都市計画事業の種類及び名称　 　函館圏都市計画道路事業（３・４・113号 昭和団地

通）
　⑶　事 業 施 行 期 間　　平成24年８月31日から平成28年３月31日まで
　⑷　事 業 地 （ 収 用 の 部 分 ）　　函館市石川町地内
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総 合 振 興 局 告 示 及 び
振 興 局 告 示

　⑴　この入札は、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の５の２の規定によ
る条件付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、アからウまでに定め
るところにより、２の⑷に掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなければならな
い。

　　ア 　申 請 の 時 期　 　平成24年８月31日から同年９月28日まで（日曜日、土曜日及
び国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定す
る休日を除く。）の毎日午前９時から午後５時まで

　　イ 　申 請 の 方 法　 　申請書類の提出先の指示により作成した申請書類を提出しな
ければならない。

　　ウ 　申請書類の提出先　 　郵便番号 064－0811　札幌市中央区南11条西16丁目２番１号
　北海道空知総合振興局札幌建設管理部建設行政室建設行政課

　⑵　審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。
４　契約条項を示す場所
　　北海道空知総合振興局札幌建設管理部建設行政室建設行政課
５　入札執行の場所及び日時
　⑴　入 札 場 所　 　札幌市中央区南11条西16丁目２番１号　北海道空知総合振興

局札幌建設管理部３階第１会議室（送付による場合は、郵便番
号 064－0811　札幌市中央区南11条西16丁目２番１号　北海道
空知総合振興局札幌建設管理部建設行政室建設行政課）

　⑵　入 札 日 時　 　平成24年10月10日（水）午前10時（送付による場合は、必
着）

　⑶　開 札 場 所　　⑴に同じ。
　⑷　開 札 日 時　　⑵に同じ。
６　入 札 保 証 金
　　平成16年北海道告示第448号の１の⑴による。
７　入札説明書の交付に関する事項
　⑴　交 付 場 所　　４に同じ。
　⑵　交 付 方 法　　⑴の場所で交付する。
　　　　　　　　　　　　　 　なお、郵送による交付を希望する場合は、Ａ４判用紙が入る

返信用封筒（宛先を明記したもの）及び重量160グラムに見合
う郵便料金に相当する郵便切手又は国際返信切手券を添えて、
契約に関する事務を担当する組織に申し込むこと。

８　落札者の決定方法及び契約書作成の要否
　　平成16年北海道告示第448号の２の⑵のウ及び３の⑴による。
９　落札者と契約の締結を行わない場合

北海道空知総合振興局告示第30号
　次のとおり一般競争入札（以下「入札」という。）を実施する。
　なお、この入札に係る調達は、1994年４月15日マラケシュで作成された政府調達に関する
協定の適用を受ける。
　　平成24年８月31日

北海道空知総合振興局長　武　田　裕　二
１　入札に付する事項
　⑴　調達をする物品等の名称（１キログラム当たりの単価）及び調達予定数量
　　ア　液状凍結防止剤（塩化カルシウム水溶液） 905,000キログラム
　　イ　粒状凍結防止剤（混合塩化物） 2,541,500キログラム
　　ウ　滑り止め材　砂箱用（３キログラム袋） 9,000キログラム
　　エ　滑り止め材　砂箱用（３キログラム袋） 30,000キログラム
　　オ　滑り止め材　砂箱用（３キログラム袋） 10,000キログラム
　　カ　滑り止め材　散布用（バラ及び１トンフレキシブルコンテナ） 900,000キログラム
　　キ　滑り止め材　散布用（バラ及び１トンフレキシブルコンテナ） 670,000キログラム
　　ク　滑り止め材　砂箱用（３キログラム袋） 18,000キログラム
　　ケ　滑り止め材　砂箱用（３キログラム袋） 5,000キログラム
　　コ　滑り止め材　散布用（バラ及び１トンフレキシブルコンテナ） 15,000キログラム
　　　アからコまでについては、それぞれの入札とする。
　⑵　調達をする物品等の仕様等　　入札説明書による。
　⑶　契 約 期 間　　平成24年11月１日から平成25年３月31日まで
　⑷　納 入 場 所　　入札説明書による。
２　入札に参加する者に必要な資格
　　次のいずれかにも該当すること。
　⑴　平成23年北海道告示第７号又は平成24年北海道告示第９号に規定する物品の購入の資

格を有すること。
　⑵　道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。
　⑶　暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていな

いこと。
　⑷　当該物品に関し、仕様書等に記載の要件等を満たしていることを証明した者であるこ

と。
３　条件付一般競争入札参加資格の審査
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　　落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を
講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。
10　そ の 他
　　平成16年北海道告示第448号の４の⑵、⑸、⑺、⑻及び⑾から⒀までによるほか、次に
よる。

　　契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
　⑴　名 称　　北海道空知総合振興局札幌建設管理部建設行政室建設行政課
　⑵　所 在 地　 　郵便番号 064－0811　北海道札幌市中央区南11条西16丁目２

番１号
　　　　　　　　　　　　　　電話番号 011－561－0383
11　Summary
　Ａ　Nature and quantity of the products to be procured : 
　　ａ　Liquid cryoprotectant (A calcium chloride water solution) 905,000kg
　　ｂ　Granular cryoprotectant (A mixture chloride) 2,541,500kg
　　ｃ　 The materials which stop sliding, A thing to install in a grabel box (Entering 3kg 

bag) 9,000kg
　　ｄ　 The materials which stop sliding, A thing to install in a grabel box (Entering 3kg 

bag) 30,000kg
　　ｅ　 The materials which stop sliding, A thing to install in a gravel box (Entering 3kg 

box) 10,000kg
　　ｆ　A thing to scatter (singly heaping or 1t flexible container) 900,000kg
　　ｇ　 The materials which stop sliding, A thing to scatter (singly heaping or 1t flexible 

container) 670,000kg
　　ｈ　 The materials which stop slidning, A thing to install in a gravel box (Entering 3kg 

bag) 18,000kg
　　ｉ　 The materials which stop sliding, A thing to install in a gravel box (Entering 3kg 

box) 5,000kg
　　ｊ　A thing to scatter (singly heaping or 1t flexible container) 15,000kg
　Ｂ　Bid tendering date and time : 10 : 00 A.M., October 10, 2012.
　Ｃ　 Contact : Constructional Administration Division, Office of Constructionnal 

Administration, Sapporo Department of Public Works Management, Sorachi General 
Subprefectural Bureau, Hokkaido Government, Minami 11-jo Nishi 16-chome, Chuo-
ku, Sapporo 064-0811 Japan.

　　　Phone : 011-561-0383

北海道空知総合振興局告示第34号
　次のとおり一般競争入札により落札者を決定した。
　　平成24年８月31日

北海道空知総合振興局長　武　田　裕　二
１　落札に係る特定役務の名称（１トン当たりの単価）及び調達予定数量
　　石狩湾新港地域公共下水道石狩湾浄化センター汚泥処理業務委託その２　 1,028トン
２　落札を決定した日
　　平成24年８月13日
３　落札者の氏名及び住所
　⑴　氏　名　　太平洋セメント株式会社
　⑵　住　所　　東京都港区台場２丁目３番５号
４　落札金額
　　9,500円
５　契約の相手方を決定した手続
　　一般競争入札
６　一般競争入札の公告
　　平成24年７月３日付け北海道空知総合振興局告示第27号
７　契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
　⑴　名　称　　北海道空知総合振興局札幌建設管理部用地管理室管理課管理第三係
　⑵　所在地　　札幌市中央区南11条西16丁目２番１号

北海道後志総合振興局告示第46号
　次のとおり一般競争入札により落札者を決定した。
　　平成24年８月31日

北海道後志総合振興局長　下　出　育　生
１　落札に係る物品等の名称及び数量
　⑴　除雪トラック（10ｔ級）３台
　　　（除雪トラック（10ｔ級）３台と交換）
　⑵　除雪ドーザ（８ｔ級）１台
　　　（除雪ドーザ（８ｔ級）１台と交換）
２　落札を決定した日
　　平成24年７月30日
３　落札者の氏名及び住所
　⑴ア　氏　名　　株式会社協和機械製作所
　　イ　住　所　　札幌市西区発寒15条12丁目３番25号
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　⑵ア　氏　名　　北海道ＴＣＭ株式会社
　　イ　住　所　　札幌市西区発寒16条13丁目７番11号
４　落札金額
　⑴　102,396,000円
　⑵　　6,431,250円
５　契約の相手方を決定した手続
　　一般競争入札
６　一般競争入札の公告
　　平成24年６月19日付け北海道後志総合振興局告示第28号
７　契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
　⑴　名　称　　北海道後志総合振興局小樽建設管理部建設行政室建設行政課
　⑵　所在地　　小樽市奥沢１丁目21番１号

北海道渡島総合振興局告示第90号
　次のとおり一般競争入札（以下「入札」という。）を実施する。
　なお、この入札に係る調達は、1994年４月15日マラケシュで作成された政府調達に関する
協定の適用を受ける。
　　平成24年８月31日

北海道渡島総合振興局長　中　西　猛　雄　
１　入札に付する事項
　⑴　調達をする物品等の名称（１キログラム当たりの単価）及び調達予定数量
　　ア　粒状凍結防止剤（（混合塩化物）事業課Ａ、松前、八雲、江差及び奥尻出張所）
 1,212,000 キログラム　
　　イ　粒状凍結防止剤（（混合塩化物）事業課Ｂ） 531,000 キログラム　
　　ウ　粒状凍結防止剤（（混合塩化物）事業課Ｃ） 123,000 キログラム　
　　エ　粒状凍結防止剤（（混合塩化物）今金出張所） 86,000 キログラム　
　　　アからエまでについては、それぞれの入札とする。
　⑵　調達をする物品等の仕様等　　入札説明書及び仕様書による。
　⑶　契 約 期 間　　平成24年11月１日から平成25年３月31日まで
　⑷　納 入 場 所　　入札説明書による。
２　入札に参加する者に必要な資格
　　次のいずれにも該当すること。
　⑴　平成23年北海道告示第７号又は平成24年北海道告示第９号に規定する物品の購入に係

る資格を有すること。
　⑵　道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。

　⑶　暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていな
いこと。

　⑷　当該物品に関し、仕様書等に記載の要件を満たしていることを証明した者であること。
３　条件付一般競争入札参加資格の審査
　⑴　この入札は、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の５の２の規定によ

る条件付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、アからウまでに定め
るところにより、２の⑷に掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなければならな
い。

　　ア　申 請 の 時 期　 　平成24年８月31日から同年９月28日まで（日曜日、土曜日及
び国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定す
る休日を除く。）の午前９時から午後４時30分まで

　　イ　申 請 の 方 法　 　申請書類の提出先の指示により作成した申請書類を提出しな
ければならない。

　　ウ　申請書類の提出先　　郵便番号 041－8558　函館市美原４丁目６番16号
　　　　　　　　　　　　　　北海道渡島総合振興局函館建設管理部建設行政室建設行政課
　⑵　審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。
４　契約条項を示す場所
　　北海道渡島総合振興局函館建設管理部建設行政室建設行政課
５　入札執行の場所及び日時
　⑴　入 札 場 所　 　函館市美原４丁目６番16号　北海道渡島合同庁舎３階入札室

（送付による場合は、郵便番号 041－8558　函館市美原４丁目
６番16号　北海道渡島総合振興局函館建設管理部建設行政室建
設行政課）

　⑵　入 札 日 時　 　平成24年10月10日（水）午後１時30分（送付による場合は、
同月９日（火）までに必着）

　⑶　開 札 場 所　　⑴に同じ。
　⑷　開 札 日 時　　⑵に同じ。
６　入 札 保 証 金
　　平成16年北海道告示第448号の１の⑴による。
７　入札説明書の交付に関する事項
　⑴　交 付 場 所　　４に同じ。
　⑵　交 付 方 法　　⑴の場所で交付する。
　　　　　　　　　　　　　 　なお、郵送による交付を希望する場合は、Ａ４判用紙が入る

返信用封筒（宛先を明記したもの）及び重量160グラムに見合
う郵便料金に相当する郵便切手又は国際返信切手券を添えて、
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契約に関する事務を担当する組織に申し込むこと。
　　　　　　　　　　　　　 　また、電子メール送信による交付を希望する場合は、契約に

関する事務を担当する組織に電子メール（アドレス：hakodate 
doboku.somu1@pref.hokkaido.lg.jp）で申し込むこと。

８　落札者の決定方法及び契約書作成の要否
　　平成16年北海道告示第448号の２の⑵のウ及び３の⑴による。
９　落札者と契約の締結を行わない場合
　　落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を
講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。
10　そ の 他
　　平成16年北海道告示第448号の４の⑵、⑸、⑺、⑻及び⑾から⒀までによるほか、次に
よる。

　　契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地　
　⑴　名 称　　北海道渡島総合振興局函館建設管理部建設行政室建設行政課
　⑵　所 在 地　　郵便番号 041－8558　函館市美原４丁目６番16号
　　　　　　　　　　　　　　電話番号 0138－47－9609
11　Summary
　Ａ　Nature and quantity of the products to be procured :
　　ａ　Granular cryoprotectant (A mixture chloride) 1,212,000kg
　　ｂ　Granular cryoprotectant (A mixture chloride) 531,000kg
　　ｃ　Granular cryoprotectant (A mixture chloride) 123,000kg
　　ｄ　Granular cryoprotectant (A mixture chloride) 86,000kg

　Ｂ　Bid tendering date and time : 1 : 30 P.M., October 10, 2012
　　　(If mailed, bids must arrive no later than October 9, 2012)
　Ｃ　 Contact : Constructional Administration Division, Office of Constructionnal 

Administration Hakodate Department of Public Works Management, Oshima 
General Subprefectural Bureau, Hokkaido Government, Mihara 4-chome 6-16, 
Hakodate　041-8558 Japan

　　　Phone : 0138-47-9609

道 収 用 委 員 会 告 示

北海道収用委員会告示第２号
　土地収用法（昭和26年法律第219号）第45条の２の規定により収用の裁決手続の開始を決
定したので、次のとおり公告する。
　　平成24年８月31日

北海道収用委員会会長　山　口　　　均
１　事 件 名
　　平成24年（使）第１号　北海道新幹線新青森・新函館（仮称）間線路建設工事外（北斗
市当別地内）使用事件

２　起業者の名称
　　独立行政法人　鉄道建設・運輸施設整備支援機構
３　事業の種類
　　北海道新幹線新青森・新函館（仮称）間線路建設工事及びこれに伴う附帯工事並びに排
水路付替工事

４　裁決手続開始を決定する土地

裁 決 手 続 の 開 始 を 決 定 す る 土 地 土 地 所 有 者 土地に関して権利を有する関係人

所 在 地　番 地　目
登記記録上
の 地 積
（㎡）

実測地積
（㎡）

使用しよう
とする土地
の面積（㎡）

氏　　　　　　名 住　　　　　　　　　　　所 氏　　　名 住　　　所
権　利　の　表　示
受付年月日
受 付 番 号 種　類

北斗市当別 860番８ 山林 5,219,234 ─ 10,382.05 恒産組株式会社
代表取締役　木村ひろ子

北斗市当別四丁目３番１号
　ただし、登記記録上の住所
　上磯郡上磯町当別四丁目３番１号

函館信用金庫
（取扱店　ば
んだい支店）

函館市大手町
２番７号

平成17年９月21日
第21362号

平成18年12月４日
第27655号

根抵当権

根抵当権

５　裁決手続開始決定の日
　　平成24年８月24日


